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（1）工事の総合評価について

資料 １－２

②総合評価実施要領 一部改定



山梨県令和８年４月改定(案） 総合評価実施要領 第10条の2

【改定理由】

〇評価結果に対する入札参加者の質問期限日が、 現行
の評価結果公表後５日の場合、契約日以降の設定と
なっており、入札参加者からの質問により、評価点の誤
りを確認できた際、適切な業者と容易に契約可能になる。
〇現行において、入札参加者は自社の評価結果に対する
質問期間として２日あり、更に自社と他の入札参加会社も
合わせての評価結果（公表）に対して質問期間として５日
あることから、改定後（５日→３日）においても総じて５日確
保できる。

〇第１０条は、H２３年５月に評価結果公表前に評価点の誤
りがあった際、評価点の修正を容易にするため、この条文
が追加された経緯がある。

５日

３日

公表評価結果についての疑義の照会期限 ５日 ⇒ ３日

【自社と他社も合わせての評価結果】 質問期間 ５日 ⇒ ３日

R7入札日程表
（抜粋）

１

【自社のみの評価結果】 H23.5月追加 質問期間２日

第10条 第10条の２
契約日 ＜ 質問期限日

契約日 ＞ 質問期限日


